
 

千葉市公有財産規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成３１年３月８日 

千葉市長 熊 谷 俊 人 

千葉市規則第３号 

千葉市公有財産規則の一部を改正する規則 

千葉市公有財産規則（昭和４０年千葉市規則第１１号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第８号中「及び室（課に置かれる室を除く。以下同じ。）」を

削り、「昭和４５年教委規則第４号」を「昭和４５年千葉市教育委員会

規則第４号」に改める。 

第２４条第１項中「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改

める。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の第２４条第１項の規定は、平成３１年１０

月１日以後の貸付けに係る貸付料について適用し、同日前の貸付けに

係る貸付料については、なお従前の例による。 


